
障害児通所支援とは

児童の発達を支援するための療育を受けることができる制度です。
手帳を持っている、特別児童扶養手当を受給している、難病患者等及び診断書などで療
育の必要が認められる児童が対象となります。

就学前の障害児が、日常生活の基本的な動作や知識を習得したり、集団生活に適
応できるよう支援するサービスです。

学校等（幼稚園および大学を除く）に通う障害児が、放課後や学校の休業日に生活
能力の向上や社会との交流を促進するための支援を受けるサービスです。

保育所や幼稚園、学校などに通う障害児について、その施設を訪問し、集団生活に
適応するための専門的な支援を行うサービスです。

重度の障害等の状態にあるため、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用す
るために外出することが著しく困難な障害児に対して、居宅を訪問して発達支援
を行うサービスです。

障害児相談支援事業とは

児童発達支援などのサービスを利用するにあたり、障害児支援利用計画を作成し、
サービス利用開始後は定期的にモニタリングを行う等の支援を行います。

１

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援

※保護者が自分で計画を作成することもできます（セルフプラン）。

※利用には、障害児相談支援事業所が作成した「障害児支援利用計画案」が必須です。

障害児通所支援サービス

について
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障害福祉課に相談します。
同時に利用したい事業所を探します。
※事業所を見学し、プログラム、空き状況を確認しましょう。

相談と見学

利用の手続きの流れ

面談と書類の提出

事業所と契約を結びサービス利用を開始します。

通所受給者証を郵送します。
※申請から交付まで２～３週間程度かかります。

受給者証の交付

利用契約・利用

事業所情報はこちら

QRコード

https://www.city.himej
i.lg.jp/kurashi/000000
1185.html
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障害児相談支援を利用しない場合障害児相談支援を利用する場合

１

相談支援専門員が、自宅を訪問し、
児童と面談をします。

相談支援専門員が、障害児支援利
用計画案を作成します。

□

□

保護者が「セルフプラン」を作成します。

児童との面談は、障害福祉課で行います
ので、面談日を調整してください。

セルフプランの様式は、面談時にお渡し
します。

□

□

□

※サービスの利用日数を決めましょう。
障害児相談支援を利用する場合は、障害児相談支援事業所を探します。
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申請時に必要な書類

療育の必要性が確認できる書類など（手帳、診断書等）
※セルフプランの場合、申請書は面談時にお渡しします。

利用者負担

原則としてサービス費用の１割となります。さらに、利用する世帯の所得に応じて、
負担上限月額が設定されます。

市民税非課税世帯

一般２

生活保護受給者

4,600円

所得区分

生活保護

低所得世帯

一般１

０円

０円

市民税所得割額 28万円以上 37,200円

市民税所得割額 28万円未満

負担上限月額世帯の所得などの状況

※市民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除および寄付金税額控除については税
額控除前の市民税所得割額により算定します。

サービス利用開始後の手続きについて

サービス支給の終期は、原則お子様の誕生月に合わせています。
サービスの更新時期が近づきましたら、サービス更新の案内を送付します。

※事業所により別途おやつ代等の実費がかかる場合があります。

※就学前の発達支援無償化、就学前の障害児通所支援の多子軽減については、障害福
祉課までお問い合わせください。

サービスの支給量の変更を希望する場合は、障害福祉課まで連絡してください。
申請書を送付します。申請書を提出した翌月から支給量の変更が可能です。

市外に転出したり、サービスを利用しなくなった場合は、障害福祉課まで連絡してく
ださい。返還届を送付しますので、通所受給者証と一緒に提出してください。
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相談窓口

「ひめりんく」の連絡先はこちら

各地域に「姫路市地域相談窓口『ひめりんく』」を設置しています。
サービス利用に関する情報提供や相談、利用支援を行っています。

QRコード

医療的ケア児・重症心身障害児の相談窓口

医療的ケア児等コーディネーターを姫路聖マリア病院内に設置しています。
医療的ケア児等のサービス利用に関する情報提供、相談、福祉サービス利用支援を受
けることができます。

社会医療法人財団 聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院内
〒670-0801 姫路市仁豊野650番地
電話番号：079-240-5088

制度全般に関するお問い合わせ

姫路市障害福祉課
〒670-8501 姫路市安田四丁目１番地 本庁舎１階
電話番号：079-221-2309

サービスの利用援助の相談窓口（ひめりんく）


